
規 則

�愛媛県規則第３６号
生活保護法施行細則及び中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

生活保護法施行細則及び中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部を改正する規則

（生活保護法施行細則の一部改正）

第１条 生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

様式第４０号（その１）（表）中

「

施

術

報

酬

請

求

明

細

書

初回施術年月日 年 月 日 実日数 日 転 帰 治癒・中止

①マッサージ 円× 局所× 回＝ 円 摘要

②変形徒手矯正術 円× 回＝ 円
あん

③温罨法 円× 回＝ 円
あん

④温罨法・電気光線器具 円× 回＝ 円

⑤往療料 円× 回＝ 円

加算（ ｋｍ） 円× 回＝ 円

施

術 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

日

⑥合計金額（①＋②＋③＋④＋⑤）
請求 ※決定

円 円

※⑦社保負担（健・共） 有・無 割 円 円

※⑧本人支払額 円 円 円

⑨差引請求（支払）金額（⑥－⑦－⑧） 円 円

を

」

「
初回施術年月日 年 月 日 実日数 日 転 帰 治癒・中止

く

躯 幹 円× 回＝ 円 摘要

右上肢 円× 回＝ 円
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施

術

報

酬

請

求

明

細

書

①マッサージ 左上肢 円× 回＝ 円

右下肢 円× 回＝ 円

左下肢 円× 回＝ 円

②変形徒手矯正術 円× 回＝ 円
あん

③温罨法 円× 回＝ 円
あん

④温罨法・電気光線器具 円× 回＝ 円

⑤往療料 ２キロメートルまで 円× 回＝ 円

加算（ キロメートル） 円× 回＝ 円

施術日

通院○
月

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１

往療◎

⑥合計金額（①＋②＋③＋④＋⑤）
請求 ※決定

円 円

※⑦社保負担（健・共） 有・無 割 円 円

※⑧本人支払額 円 円 円

⑨差引請求（支払）金額（⑥－⑦－⑧） 円 円

請

求

書

（患者氏名）

に係る上記明細書による施術料を請求します。

年 月 日

地方局長 様 指定施術者
住 所

氏 名 �

に改め、

」

「 名指

及定

び施

住術

所者

�

を削り、同様式（その２）（表）中

」

「

施

術

報

酬

請

求

明

細

書

負傷名 負傷年月日 初検年月日 施術開始 施術終了 実日数 転帰

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

経過 請求区分 新規・継続

初検料 円
初検時相談

再検料 円
往療料 ｋｍ 回 円 金属副子加算（大・中・小）

支援料 円 加算（夜間・難路・暴風雨雪） 円 計 円

加算（休日・深夜・時間外） 円 円 施術情報提供料 円

整復料・固定料・施療料 � 円 � 円 � 円 � 円 � 円 計 円

部 逓減 逓減開始 後療料
あん

冷罨法料８０円
あん

温罨法料７５円 電療料３０円 計 多 計
長期

計

位 ％ 月 日 円 回 円 回 円 回 円 回 円 円 部位 円 円

１ １００ ―――――― ―― ――

２ １００ ―――――― ―― ――

３
８０ ―――――― ０．８

１００ ―― ――

３３ ―――――― ０．３３

４ ８０ ０．８

１００ ―― ――

摘要
※社保負担 有・無 割 本人支払額

（健・共） 円 円

差引請求（支払）金額 ※決定

円 円 」

を
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「

施

術

報

酬

請

求

明

細

書

負傷名 負傷年月日 初検年月日 施術開始 施術終了 実日数 転帰

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

経過 請求区分 新規・継続

初検料 円
初検時相談

再検料 円
往療料 キロメートル 回 円 金属副子等加算（大・中・小）

支援料 円 加算（夜間・難路・暴風雨雪） 円 計 円

加算（休日・深夜・時間外） 円 円 施術情報提供料 円

整復料・固定料・施療料 � 円 � 円 � 円 � 円 � 円 計 円

部 逓減 逓減開始 後療料
あん

冷罨法料８０円
あん

温罨法料７５円 電療料３０円 計 多 計
長期

計

位 パーセント 月 日 円 回 円 回 円 回 円 回 円 円 部位 円 円

１ １００ ―――――― ―― ――

２ １００ ―――――― ―― ――

３
７０ ―――――― ０．７

１００ ―― ――

摘要
※社保負担 有・無 割 ※本人支払額

（健・共） 円 円

差引請求（支払）金額 ※決定

円 円

施

術

証

明

欄

上記のとおり施術したことを証明します。 所在地

年 月 日 施 術 所 名 称

電 話

指定施術者 氏 名 � 」

「 名指

及定

び施

住術

所者

�

に改め、 を削る。

」

様式第４１号（表）生活保護法による施術費給付承認書（はり・きゆう）中

「 けい

傷病名 １ 神経痛 ２ リウマチ ３ 頸腕症候群
けい つい ねん ざ

４ 五十肩 ５ 腰痛症 ６ 頸椎捻挫後遺症

「 けい

傷病名 １ 神経痛 ２ リウマチ ３ 頸腕症候群
けい つい ねん ざ

４ 五十肩 ５ 腰痛症 ６ 頸椎捻挫後遺症

７ その他（ ）

を

」
」

に改め、同様式（表）施術費給付請求書（はり・きゆう）施術費給付請求明細書の項中

「 ① １ はり ２ はり（電気針併用） ３ きゆう 摘要

初
きゆう

４ きゆう（電気温灸器併用） ５ はり、きゆう併用

回
きゆう

６ はり、きゆう併用（電気針・電気温灸器併用） 円

②

２

回

目

以

降

はり 円× 回＝ 円

はり（電気針併用） 円× 回＝ 円

きゆう 円× 回＝ 円
きゆう

きゆう（電気温灸器併用） 円× 回＝ 円

はり、きゆう併用 円× 回＝ 円

はり、きゆう併用（電気針・電気
きゆう

温灸器併用） 円× 回＝ 円

往療料 円× 回＝ 円

③

加算（ ｋｍ） 円× 回＝ 円

を
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施

術 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８ ２９ ３０ ３１

日 」

「 ①初検料 摘要

１ はり ２ きゆう 円

３ はり、きゆう併用

②

施

術

料

はり 円× 回＝ 円

きゆう 円× 回＝ 円

はり、きゆう併用 円× 回＝ 円

電療料
きゆう

１ 電気針 ２ 電気温灸器 円× 回＝ 円

３ 電気光線器具

③往療料 ２キロメートルまで 円× 回＝ 円

加算（ キロメートル） 円× 回＝ 円

施術日

通院○
月

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１

往療◎

に改め、同様式

」

（裏）はり・きゆう師へのお知らせ５中「①初回欄」を「①初検料欄」に改める。

（中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部改正）

第２条 中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則（平成２０年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

様式第２６号（その１）（表）中

「

施

術

報

酬

請

求

明

細

書

初回施術年月日 年 月 日 実日数 日 転帰 治癒・中止

①マッサージ 円× 局所× 回＝ 円 摘要

②変形徒手矯正術 円× 回＝ 円
あん

③温罨法 円× 回＝ 円
あん

④温罨法・電気光線器具 円× 回＝ 円

⑤往療料 円× 回＝ 円

加算（ キロメートル） 円× 回＝ 円

施 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

術

費

⑥合計金額（①＋②＋③＋④＋⑤）
請求 ※決定

円 円

※⑦社保負担（健・共） 有・無 割 円 円

※⑧本人支払額 円 円 円

⑨差引請求（支払）金額（⑥－⑦－⑧） 円 円

を

」

「

施

術

報

酬

請

求

明

細

書

初回施術年月日 年 月 日 実日数 日 転 帰 治癒・中止
く

躯 幹 円× 回＝ 円 摘要

右上肢 円× 回＝ 円

①マッサージ 左上肢 円× 回＝ 円

右下肢 円× 回＝ 円

左下肢 円× 回＝ 円

②変形徒手矯正術 円× 回＝ 円
あん

③温罨法 円× 回＝ 円
あん

④温罨法・電気光線器具 円× 回＝ 円

⑤往療料 ２キロメートルまで 円× 回＝ 円

加算（ キロメートル） 円× 回＝ 円

施術日

通院○
月

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１

往療◎

⑥合計金額（①＋②＋③＋④＋⑤）
請求 ※決定

円 円

※⑦社保負担（健・共） 有・無 割 円 円

に改め、
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※⑧本人支払額 円 円 円

⑨差引請求（支払）金額（⑥－⑦－⑧） 円 円

請

求

書

（患者氏名）

に係る上記明細書による施術料を請求します。

年 月 日

地方局長 様 指定施術者
住 所

氏 名 �
」

「 指

定

施

術

者

氏住

名所

又

は

名

称

�

を削り、同様式（その２）（表）中

」

「

施

術

報

酬

請

求

明

細

書

負傷者 負傷年月日 初検年月日 施術開始 施術終了 実日数 転帰

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

経過 請求区分 新規・継続

初検料 円
初検時相談

再検料 円
往療料 ｋｍ 回 円

金属副子加算（大・中・小） 円
支援料 円 加算（夜間・難路・暴風雨雪）

施術情報提供料 円
計 円

加算（休日・深夜・時間外） 円 円

整復料・固定料・施術料 � 円 � 円 � 円 � 円 � 円 計 円

部 逓減 逓減開始 後療料
あん

冷罨法料
あん

温罨法料 計 多 計 長期 計

位 ％ 月 日 円 回 円 回 円 回 円 回 円 円 部位 円 円

１ １００ ―――――― ―― ――

２ １００ ―――――― ―― ――

３
８０ ―――――― ０．８

１００ ―― ――

３３ ―――――― ０．３３

４ ８０ ０．８

１００ ―― ――

摘 要
※社保負担 有・無 割 本人支払額

（健・共） 円 円

差引請求（支払）金額 ※決定

円 円 」

を

「

施

負傷名 負傷年月日 初検年月日 施術開始 施術終了 実日数 転帰

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

� 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 治癒・中止・転医

経過 請求区分 新規・継続
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術

報

酬

請

求

明

細

書

初検料 円
初検時相談

再検料 円
往療料 キロメートル 回 円 金属副子等加算（大・中・小）

支援料 円 加算（夜間・難路・暴風雨雪） 円 計 円

加算（休日・深夜・時間外） 円 円 施術情報提供料 円

整復料・固定料・施療料 � 円 � 円 � 円 � 円 � 円 計 円

部 逓減 逓減開始 後療料
あん

冷罨法料
あん

温罨法料 電療料 計 多 計 長期 計

位 パーセント 月 日 円 回 円 回 円 回 円 回 円 円 部位 円 円

１ １００ ―――――― ―― ――

２ １００ ―――――― ―― ――

３
７０ ―――――― ０．７

１００ ―― ――

摘 要
※社保負担 有・無 割 ※本人支払額

（健・共） 円 円

差引請求（支払）金額 ※決定

円 円

施

術

証

明

欄

上記のとおり施術したことを証明します。 所在地

年 月 日 施 術 所 名 称

電 話

指定施術者 氏 名 � 」

「 指

定

施

術

者

氏住

名所

又

は

名

称

�

に改め、 を削る。

」

様式第２７号（表）施術費給付承認書（はり・きゅう）中

「
傷病名

けい

１ 神経痛 ２ リウマチ ３ 頸腕症候群
けい つい ねん ざ

４ 五十肩 ５ 腰痛症 ６ 頸椎捻挫後遺症

「 けい

傷病名 １ 神経痛 ２ リウマチ ３ 頸腕症候群
けい つい ねん ざ

４ 五十肩 ５ 腰痛症 ６ 頸椎捻挫後遺症

７ その他（ ）

を

」 」

に改め、同様式（表）施術費給付請求書（はり・きゅう）施術費給付請求明細書の項中

「 ① １ はり ２ はり（電気針併用） ３ きゅう 摘要

初
きゅう

４ きゅう（電気温灸器併用） ５ はり、きゅう併用

回
きゅう

６ はり、きゅう併用（電気針・電気温灸器併用） 円

②

２

回

目

以

降

はり 円× 回＝ 円

はり（電気針併用） 円× 回＝ 円

きゅう 円× 回＝ 円
きゅう

きゅう（電気温灸器併用） 円× 回＝ 円

はり、きゅう併用
円× 回＝ 円

はり、きゅう併用（電気針・電気
円× 回＝ 円きゅう

温灸器併用）

往療料 円× 回＝ 円

③

加算（ キロメートル） 円× 回＝ 円

施 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８ ２９ ３０ ３１

術

日

を

」
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�愛媛県告示第１０３０号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１４４条の９第３項の規定に基

づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

「 ①初検料 摘要

１ はり ２ きゅう 円

３ はり、きゅう併用

②

施

術

料

はり 円× 回＝ 円

きゅう 円× 回＝ 円

はり、きゅう併用 円× 回＝ 円

電療料
きゅう

１ 電気針 ２ 電気温灸器 円× 回＝ 円

３ 電気光線器具

③往療料 ２キロメートルまで 円× 回＝ 円

加算（ キロメートル） 円× 回＝ 円

施術日

通院○
月

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１

往療◎

に改め、同様式

」

（裏）はり・きゅう師へのお知らせ５中「①初回」を「①初検料」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の生活保護法施行細則様式第４０号及び様式第４１号の規定並びに第２条の規定による改正後の中国残留邦人等

に対する支援給付に関する規則様式第２６号及び様式第２７号の規定は、平成２２年６月１日以降の施術に係る請求分について適用し、同日前

の施術に係る請求分については、なお従前の例による。

３ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができ

る。

�愛媛県告示第１０３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

愛媛飼料産業株式会社
代表取締役 宮内圭三 松山市枝松５－８－３０ 平成２２年

７月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大島環状線
今治市宮窪町早川１１９２番地の１地先から

今治市宮窪町早川５０９番地の２地先まで

旧 ３．０～１１．０ ０．１８１

新 ３．０～１１．０
１２．０～３２．０

０．１８１
０．１４１

愛 媛 県 報平成２２年９月１０日 第２２００号
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�愛媛県告示第１０３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０３５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年９月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１０３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
今治市宮窪町早川１１９２番地の１地先から

今治市宮窪町早川５０９番地の２地先まで
平成２２年９月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 才之原菊間線
今治市菊間町長坂２６８番地先から

同市同町浜２７２番地先まで

旧 ４．０～１１．０ ０．０６１

新 ６．８～１１．０ ０．０６１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 才之原菊間線
今治市菊間町長坂２６８番地先から

同市同町浜２７２番地先まで
平成２２年９月１０日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第２５号

平成２２年８月３１日
伊予郡松前町大字中川原字新開１６７番３、１６８番１、１６８番３

伊予郡松前町大字北川原３３番地１

社会福祉法人 エンゼル

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猪伏西谷線

上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏９０７９番地先から

同字猪伏９１９３番地先まで
旧 ４．０～１０．９ ０．２０２

上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏９０７９番３から

同字猪伏９１９３番３まで
新 ４．７～５５．８ ０．２０２

愛 媛 県 報平成２２年９月１０日 第２２００号
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訓 令

�愛媛県告示第１０３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県訓令第１４号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県保健所処務規程及び愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県保健所処務規程及び愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏９０７９番３から

同字猪伏９１９３番３まで
平成２２年９月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 御代ノ川清重線 宇和島市津島町山財４２６０番地先

旧 １７．０～５７．０ ０．１０３

新 １９．０～６５．０ ０．１２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 御代ノ川清重線 宇和島市津島町山財４２６０番地先 平成２２年９月１０日

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

愛 媛 県 報平成２２年９月１０日 第２２００号
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組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁

区分

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁

区分

所

長

課

長

所

長

課

長

環

境

保

全

課

１ 省略 環

境

保

全

課

１ 省略

２ 大気汚

染防止法

（昭 和４３

年法律第

９７号）の

施行に関

する事務

１ ばい煙発生施設に関すること。 ２ 大気汚

染防止法

（昭 和４３

年法律第

９７号）の

施行に関

する事務

１ ばい煙発生施設に関すること。

� 設置の届出の受理（第６条第

１項、大気汚染防止法施行規則

（昭和４６年厚生省・通商産業省

令第１号。以下この部において

「省令」という。）第９条）

○ � 設置の届出の受理（第６条第

１項、大気汚染防止法施行規則

（昭和４６年厚生省・通商産業省

令第１号。以下この部において

「省令」という。）第９条）

○

� 使用の届出の受理（第７条第

１項、省令第９条）

○ � 使用の届出の受理（第７条第

１項、省令第９条）

○

� 構造等の変更の届出の受理

（第８条第１項、省令第９条）

○ � 構造等の変更の届出の受理

（第８条第１項、省令第９条）

○

�～� 省略 �～� 省略

� 改善命令等（第１４条第１項

）

○ � 改善命令等（第１４条第１項、

第３項）

○

� 省略 � 省略

２ 揮発性有機化合物排出施設に関

すること。

２ 揮発性有機化合物排出施設に関

すること。

� 設置の届出の受理（第１７条の

５第１項、省令第９条の３）

○ � 設置の届出の受理（第１７条の

４第１項 ）

○

� 使用の届出の受理（第１７条の

６第１項、省令第９条の３）

○ � 使用の届出の受理（第１７条の

５第１項 ）

○

� 構造等の変更の届出の受理

（第１７条の７第１項、省令第９

条の３）

○ � 構造等の変更の届出の受理

（第１７条の６第１項

）

○

� 計画の変更又は廃止の命令

（第１７条の８）

○ � 計画の変更又は廃止の命令

（第１７条の７）

○

� 改善命令等（第１７条の１１） ○

	 実施の制限期間の短縮の承認

（第１０条第２項、第１７条の１３第

１項）

○ � 実施の制限期間の短縮の承認

（第１０条第２項、第１７条の１２第

１項）

○

� 氏名等の変更又は使用の廃止

の届出の受理（第１１条、第１７条

の１３第２項）

○ 	 氏名等の変更又は使用の廃止

の届出の受理（第１１条、第１７条

の１２第２項）

○

� 地位の承継の届出の受理（第

１２条 第３項、第１７条の１３第２

項）

○ � 地位の承継の届出の受理（第

１２条 第３項、第１７条の１２第２

項）

○

３ 省略 ３ 省略

４ 特定粉じん発生施設に関するこ

と。

４ 特定粉じん発生施設に関するこ

と。

� 設置の届出の受理（第１８条の

６第１項、省令第１０条の３）

○ � 設置の届出の受理（第１８条の

６第１項、省令第１０条の３）

○

� 構造等の変更の届出の受理

（第１８条の６第３項、省令第１０

条の３）

○ � 構造等の変更の届出の受理

（第１８条の６第３項、省令第１０

条の３）

○
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� 使用の届出の受理（第１８条の

７第１項、省令第１０条の３）

○ � 使用の届出の受理（第１８条の

７第１項、省令第１０条の３）

○

�～� 省略 �～� 省略

５・６ 省略 ５・６ 省略

７ 有害大気汚染物質の規制に関す

ること。

７ 有害大気汚染物質の規制に関す

ること。

� 省略 � 省略

� 報告の徴収（附則第１１項） ○ � 報告の徴収（附則第１１条） ○

３ 省略 ３ 省略

４ 水質汚

濁防止法

（昭 和４５

年法律第

１３８号）

の施行に

関する事

務

１ 特定施設等に関すること。 ４ 水質汚

濁防止法

（昭 和４５

年法律第

１３８号）

の施行に

関する事

務

１ 特定施設等に関すること。

� 特定施設の設置の届出の受理

（第５条第１項、水質汚濁防止

法施行規則（昭和４６年総理府・

通商産業省令第２号。以下この

部において「省令」という。）

第６条）

○ � 特定施設の設置の届出の受理

（第５条第１項、水質汚濁防止

法施行規則（昭和４６年総理府・

通商産業省令第２号。以下この

部において「省令」という。）

第６条）

○

� 有害物質使用特定施設の設置

の届出の受理（第５条第２項、

省令第６条）

○ � 有害物質使用特定施設の設置

の届出の受理（第５条第２項、

省令第６条）

○

�～� 省略 �～� 省略

� 構造等の変更の届出の受理

（第７条、省令第６条）

○ � 構造等の変更の届出の受理

（第７条、省令第６条）

○

�～	 省略 �～	 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

４ 事故時の措置の届出の受理（第

１４条の２第１項から第３項まで）

○ ４ 事故時の措置の届出の受理（第

１４条の２第１項、第２項 ）

○

５ 事故時の措置命令（第１４条の２

第４項）

○ ５ 事故時の措置命令（第１４条の２

第３項）

○

６～１１ 省略 ６～１１ 省略

５～７ 省

略

５～７ 省

略

８ 特定化

学物質の

環境への

排出量の

把握等及

び管理の

改善の促

進に関す

る 法 律

（平 成１１

年法律第

８６号）の

施行に関

する事務

１ 省略 ８ 特定化

学物質の

環境への

排出量の

把握等及

び管理の

改善の促

進に関す

る 法 律

（平 成１１

年法律第

８６号）の

施行に関

する事務

１ 省略

２ 電子情報処理組織の使用に関す

ること。

２ 電子情報処理組織の使用に関す

ること。

� 届出に係る処理（

特定化学物

質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法

律施行規則（平成１３年内閣府、

財務省、文部科学省、厚生労働

省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省、環境省令第１号。

以下この項において「省令」と

い う。）第１２条第１項、第２

項）

○ � 届出に係る処理（特定化学物

質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法

律施行令（平成１２年政令第１３８

号）第９条第２項、特定化学物

質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法

律施行規則（平成１３年内閣府、

財務省、文部科学省、厚生労働

省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省、環境省令第１号。

以下この項において「省令」と

い う。）第１２条第２項、第２

項）

○

愛 媛 県 報平成２２年９月１０日 第２２００号

６５０



（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�・� 省略 �・� 省略

３ 省略 ３ 省略

９・１０ 省

略

９・１０ 省

略

１１ 特定製

品に係る

フロン類

の回収及

び破壊の

実施の確

保等に関

する法律

（平 成１３

年法律第

６４号）の

施行に関

する事務

１ 第一種フロン類回収業者等に関

すること。

１１ 特定製

品に係る

フロン類

の回収及

び破壊の

実施の確

保等に関

する法律

（平 成１３

年法律第

６４号）の

施行に関

する事務

１ 第一種フロン類回収業者 に関

すること。

� 引取証明書に係る報告の受理

（第２０条の２第４項）

○

� 省略 � 省略

� 勧告（第２４条第１項から第４

項まで）

○ � 勧告（第２４条第１項、第２項

）

○

� 措置命令（第２４条第５項） ○ � 措置命令（第２４条第３項） ○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２ 省略 ２ 省略

１２～１７ 省

略

１２～１７ 省

略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

環

境

政

策

課

１～１５

省略

環

境

政

策

課

１～１５

省略

１６ 大気

汚染防

止法の

施行に

関する

事務

１ ばい煙の排出規制に関する

こと。

１６ 大気

汚染防

止法の

施行に

関する

事務

１ ばい煙の排出規制に関する

こと。

� 省略 � 省略

� 排出基準の設定に係る通

知（第４条第３項）

○ � 排出基準の設定等（第４

条）

○

２・３ 省略 ２・３ 省略

１７～２２

省略

１７～２２

省略

２３ 特定

製品に

係るフ

ロン類

の回収

及び破

壊の実

１ 第一種フロン類回収業者等

に関すること。

２３ 特定

製品に

係るフ

ロン類

の回収

及び破

壊の実

１ 第一種フロン類回収業者

に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 登録簿の閲覧（第１４条） ○

� 回収量等の報告に係る処

理（第２２条第３項、第４

項）

○ � 回収量等の報告に係る処

理（第２２条第２項、第３

項）

○
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施の確

保等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

� 省略 施の確

保等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

� 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２ 第二種フロン類回収業者に

関すること。

２ 第二種フロン類回収業者に

関すること。

� 回収量等の報告に係る処

理（使用済自動車の再資源

化等に関する法律附則第１９

条の規定によりなおその効

力を有するものとされてい

る同法による改正前の特定

製品に係るフロン類の回収

及び破壊の実施の確保等に

関する法律（以下この項に

おいて「旧法」という。）

第２２条第２項、第３３条、第

３４条）

○ � 回収量等の報告に係る処

理（旧法

第２２条第２項、第３３条、第

３４条）

○

�・� 省略 �・� 省略

２４ 省略 ２４ 省略

２５ 水質

汚濁防

止法の

施行に

関する

事務

１ 排出水の排出の規制に関す

ること。

２５ 水質

汚濁防

止法の

施行に

関する

事務

１ 排出水の排出の規制に関す

ること。

� 排水基準の設定に係る通

知（第３条第５項）

○ � 排水基準の設定（第３条

第３項）

○

�～� 省略 �～� 省略

	 総量削減計画の公告（第

４条の３第５項、第６項、

特別措置法第１２条の３第２

項）

○ 	 総量削減計画の公告（第

４条の３第５項 、

特別措置法第１２条の３第２

項）

○


 総量削減計画の策定及び

変更に係る市町長の意見の

聴取（第４条の３第３項、

第６項、特別措置法第１２条

の３第２項）

○ 
 総量削減計画の策定及び

変更に係る市町長の意見の

聴取（第４条の３第３項

、特別措置法第１２条

の３第２項）

○

� 省略 � 省略

� 排水の期間の設定（水質

汚濁防止法施行規則第９条

の２第１項第２号）

○

２ 生活排水対策に関するこ

と。

２ 生活排水対策に関するこ

と。

� 生活排水対策重点地域の

指定及び変更（第１４条の８

第１項、第４項、第５項）

○ � 生活排水対策重点地域の

指定及び変更（第１４条の７

第１項、第４項、第５項）

○

� 生活排水対策重点地域の

指定及び変更に係る市町長

の意見の聴取（第１４条の８

第２項、第５項）

○ � 生活排水対策重点地域の

指定及び変更に係る市町長

の意見の聴取（第１４条の７

第２項、第５項）

○

� 生活排水対策重点地域の

指定及び変更に係る通知

（第１４条の８第３項、第５

項）

○
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公 告

�������
�公 告

愛媛県労働委員会第３９期委員の補欠委員候補者の推薦につい

て

第３９期愛媛県労働委員会使用者委員が１人欠員を生じるので、労

働組合法（昭和２４年法律第１７４号。以下「法」という。）第１９条の

１２第３項及び労働組合法施行令（昭和２４年政令第２３１号）第２１条第

１項の規定により、愛媛県労働委員会の使用者委員の候補者を推薦

する資格を有する使用者団体は、委員候補者を次により推薦してく

ださい。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 推薦者の資格

使用者委員の候補者について推薦資格を有する使用者団体は、

労働問題を取り扱うことを主な目的としているか、又は業務の主

要な部分としている使用者団体であり、かつ、愛媛県の区域内の

みに組織を有するものです。

２ 被推薦者の資格

法第１９条の４第１項に規定する者に該当する者は、委員となる

ことができません。

なお、公共企業体等の職員、国家公務員又は地方公務員が委員

に任命される場合は、その身分関係を規律する他の法律の規定に

より制約を受けます。

３ 推薦期間

平成２２年９月１０日（金）から２４日（金）まで

４ 推薦方法

推薦書（別記様式）を平成２２年９月２４日（金）までに愛媛県経

済労働部管理局労政雇用課へ到着するよう提出してください。

なお、推薦書には、次の事項を記載した委員候補者の履歴書を

添付してください。

� 氏 名

� 生年月日

� 本 籍

� 現 住 所

� 学 歴

� 経 歴

� 所属政党

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第１条中愛媛県保健所処務規程別表環境保全課の表４の部４の項及び５の項の改正規定は、

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律（平成２２年法律第３１号）の施行の日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 生活排水対策推進市町に

対する助言及び勧告（第１４

条の９第５項、第７項）

○ � 生活排水対策推進市町に

対する助言及び勧告（第１４

条の８第５項、第７項）

○

３ 省略 ３ 省略

２６～３３

省略

２６～３３

省略

備考 省略 備考 省略

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２２年８月３１日 特定非営利活動法人
ＪＭＡＣＳ 中 野 博 子 松山市千舟町６丁目１番地３

チフネビル５０１
この法人は、乳幼児から高齢者に対して、個性
の尊厳と人格の尊厳保持を理念とし、国際ネッ
トワークの構築と情報交換によって、誰もが安
心して暮らせる生活空間の研究と実践をめざし、
保健・医療・福祉に関する事業を行い、もって
公益の増進に寄与することを目的とする。
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別記様式（４関係）

推 薦 書

年 月 日
愛媛県知事 様

所在地

使用者団体の名称

代表者氏名 印

労働組合法施行令（昭和２４年政令第２３１号）第２１条第１項の規定によ

り、愛媛県労働委員会使用者委員の候補者として次の者を推薦します。

氏 名 年齢
所 属 会 社 及 び

そ の 地 位

労働組合法（昭和２４年

法律第１７４号）第１９条の４

第１項該当の有無

������������������������������������������������������������������������������������������������������
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選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２２年９月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第５８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２２年９月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第５９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２２年９月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第６１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の解散の届出があった。

平成２２年９月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

新党大日本健嵐会 杉 田 健 二 草 富 敏 樹 新居浜市垣生六丁目２―２７ 平成２２年８月４日

岡原文彰後援会 仲 田 中 一 藤 田 元 紀 宇和島市賀古町二丁目２―３２ 平成２２年８月２３日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

自由民主党松山支部連合
会 会 計 責 任 者 川 本 光 明 宇 野 浩 平成２２年８月２日 政党の支部

公明党愛媛県本部 会 計 責 任 者 木 村 誉 豊 田 実知義 平成２２年８月９日 政党の支部

友近聡朗後援会 会 計 責 任 者 政 安 誠 渡 部 雅 泰 平成２２年８月９日

村上誠一郎後援会 会 計 責 任 者 椙 山 三 也 大 橋 和 彦 平成２２年８月１１日

全国ＬＰガス政治連盟愛
媛県支部 主たる事務所の所在地 松山市千舟町六丁目２―８ 松山市三番町四丁目１０－１ 平成２２年８月１２日

自由民主党新宮支部 主たる事務所の所在地 四国中央市新宮町上山３３４７ 四国中央市新宮町新宮４２６ 平成２２年８月２５日 政党の支部

代 表 者 高 橋 資 明 山 下 正 博

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

み た ら い 健 後 援 会 山 辺 積 平成２２年７月３１日

み た ら い 健 を 支 援 す る 会 御手洗 健 平成２２年７月３１日

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

備 考

御手洗 健 松山市議会議員 みたらい健を支援する会 松山市湊町六丁目６－２ 御手洗 健 平成２２年８月２日
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正 誤

�正 誤

平成２０年５月２３日付け第１９６６号愛媛県規則第４１号（中国残留邦人

等に対する支援給付に関する規則）中

ページ 箇 所 誤 正

６３８ 様式第３４号中 （平成２０年愛媛県規則
第 号）

（平成２０年愛媛県規則
第４１号）

平成２２年９月１０日 発行
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